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INFORMATION お知らせ

募
集
締
切
　
５
月
12
日（
月
）�

試
験
日
　
５
月
17
日（
土
）・
18
日（
日
）�

試
験
会
場
　
秋
田
大
学（
予
定
）�

身
分
　
特
別
職
国
家
公
務
員
�

問
合
せ
　
　
自
衛
隊
大
館
出
張
所
�

　
　
a

０
１
８
６-

42-

１
３
９
８�

■
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
公
募�

活
動
内
容
　
日
常
生
活
で
知
り
得
た
、米

代
川
に
関
す
る
地
域
住
民
か
ら
の
情
報
提

供
及
び
異
常
を
発
見
し
た
場
合
の
通
報
等
�

応
募
資
格
　
満
20
歳
以
上
の
健
康
な
方

で
河
川
に
接
す
る
機
会
が
多
く
、河
川

に
関
心
が
あ
る
方
�

募
集
人
員
　
２
名
　
任
期
　
１
年
間
�

応
募
期
限
　
５
月
16
日（
金
）�

応
募
先
・
問
合
せ
　�

　
能
代
河
川
国
道
事
務
所
�

　
　
a

０
１
８
５-

70-

１
２
４
６�

■
県
有
地
を
売
却
し
ま
す�

所
在
地
　
北
秋
田
市
大
町
１
０
３
番
�

　
　
　
　
宅
地
　
９
８
７
・
92
㎡
�

予
定
価
格
　
１
６
７
９
万
円
�

入
札
日
時
　
５
月
15
日（
木
）午
前
11
時�

手
続
き
・
問
合
せ
　�

　
県
出
納
局
会
計
管
財
課
�

　
　
a

０
１
８-

８
６
０-

２
７
３
６�

■
秋
田
県
合
同
就
職
面
接
会
の
開
催�

日
時
　
５
月
８
日（
木
） 
13
時
〜
17
時
�

会
場
　
秋
田
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
�

対
象
　
平
成
21
年
３
月
に
大
学
・
短
大
・

高
専
・
専
修
学
校
等
を
卒
業
予
定
の
学
生
�

問
合
せ
　�

　
県
雇
用
労
働
政
策
課
�

　
　
a

０
１
８-

８
６
０-

２
３
３
５�

■
自
衛
隊
幹
部
候
補
生
募
集�

募
集
種
目
▼
一
般
・
技
術
幹
部
候
補
生�

　
　
　
▼
歯
科
・
薬
剤
科
幹
部
候
補
生�

問
合
せ
　
事
務
局（
㈱
東
測
エ
ン
ジ
ア

リ
ン
グ
内
） 
a

63-

１
３
９
０�

■
北
欧
の
杜
公
園
の
利
用
制
限�

　
第
59
回
全
国
植
樹
祭
が
来
る
６
月
15

日
に
当
公
園
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

準
備
及
び
本
大
会
開
催
の
た
め
、次
の

３
日
間
は
公
園
を
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。�

利
用
制
限
期
間
　�

　
　
６
月
13
日（
金
）〜
15
日（
日
）�

問
合
せ
　
北
欧
の
杜
公
園
事
務
所
�

　
　 

　
a

78-

３
３
０
０�

■
緑
の
募
金
へ�

　
　
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す�

募
金
期
間
　
５
月
31
日（
土
）ま
で
�

「
つ
な
げ
よ
う
 
輝
く
未
来
へ
 
緑
の
バ
ト
ン
」

※
緑
の
募
金
は
全
国
植
樹
祭
や
地
域
の

各
種
緑
化
事
業
等
に
支
援
さ
れ
ま
す
。�

問
合
せ
　
農
林
課
　
a

62-

６
６
３
８�

��

■
特
設
人
権
相
談
所
開
設�

　
人
権
擁
護
委
員
が
悩
み
事
や
困
り
ご

と
の
相
談
に
応
じ
ま
す

日
程
　
▽
６
月
１
日（
日
）交
流
セ
ン
タ

ー
▽
４
日（
水
）合
川
老
人
憩
い
の
家
こ
と

ぶ
き
荘
・
森
吉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

▽
６
日（
金
）阿
仁
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー
�

時
間
　
10
時
〜
15
時
�

問
合
せ
　
法
務
局
大
館
支
局
�

　
　
a

０
１
８
６-

42-

６
５
１
４�

■
北
あ
き
た
市
国
際
交
流
協
会
会
員
募
集�

　（
旧
北
秋
田
市
日
ロ
友
好
協
会
）�

　
当
会
は
、国
際
交
流
に
関
す
る
情
報
の

収
集
と
提
供
や
会
員
の
国
際
活
動
を
支

援
す
る
た
め
の
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現
会
員
数
　
38
名�

会
費
　
個
人
１
０
０
０
円
�

　
　
　
団
体
３
０
０
０
円
�

お
知
ら
せ� 【ボランティア資金】

　「県外の先進地の活動を調査・研究し

たい」「活動に必要な器材を購入したい」

などボランティア・市民活動を行いや

すくするために必要な経費の一部を助

成します。�

【元気あきた資金】

　「地域に根ざした新たなイベントを

立ち上げたり、既存のイベントをパワ

ーアップしたい」「地域のあり方を考え

るための学習会等を開きたい」など地

域が元気になる活動等に対して補助金

を交付します。�

◆受付締切　５月12日（月）まで�

◎申込み・問合せ

　北秋田地域振興局　a６２－１２５１

ボランティア・市民活動支援
助成金申請募集

年金相談時間延長・休日相談

　現在社会保険事務所では、年金記録

の確認のために「ねんきん特別便」の送

付を行っております。それに伴い、５月

の年金相談の受付時間は下記のように

なります。�

日 月 火 水 木 金 土

　 　 　 　 １ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

《５月》

◆カレンダーの　　の日は年金相談時

間を19：00まで延長します。�

◆カレンダーの　　の日は休日の年金

相談（９：30～16：00）を行います。�

※24日、25日、31日は一部の相談を

除き後日回答させていただきます。�

◎問合せ　鷹巣社会保険事務所�

　　　　　　　　　a６２-１４９０�

�

　広報きたあきた　20．５．１　�17

INFORMATION お知らせ

■
秋
田
Ｌ
Ｌ
大
学
園
受
講
者
募
集�

　
こ
れ
か
ら
の
高
齢
期
に
充
実
し
て
過

ご
す
た
め
の
入
門
講
座
�

開
催
場
所
　
交
流
セ
ン
タ
ー�

受
講
資
格
　
概
ね
60
歳
以
上
の
方�

受
講
料
　
３
０
０
０
円（
年
間
）�

期
間
　
６
月
〜
翌
年
１
月（
毎
月
２
回
）�

募
集
定
員
　
50
名�

問
合
せ
　
県
長
寿
社
会
振
興
財
団
�

　
　 

a

０
１
８-

８
２
９-

２
８
８
８�

■
国
家
公
務
員
採
用
Ⅲ
類
試
験（
税
務
）�

受
験
資
格
　
昭
和
62
年
４
月
２
日
〜�

　
平
成
３
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
者�

受
付
期
間
　�

  

６
月
24
日（
火
）〜
７
月
１
日（
火
）�

受
験
申
込
書
の
請
求
　
最
寄
の
税
務
署�

問
合
せ
　
人
事
院
東
北
事
務
局
�

　
　 

a

０
２
２-

２
２
１-

２
０
２
２�

■
裁
判
員
裁
判�

　
〜
あ
な
た
も
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か�

日
時
　
５
月
18
日（
日
）13
時
15
分
〜
17
時
�

会
場
　
秋
田
地
方
裁
判
所�

　
　
　
大
館
支
部
１
号
法
廷
�

内
容
　
模
擬
裁
判
実
施
後
に
参
加
者
が

裁
判
員
役
と
な
り
裁
判
官
と
模
擬
評
議

を
行
う
。模
擬
裁
判
傍
聴
の
み
の
参
加
可
�

定
員
　
50
名
�

問
合
せ
　
秋
田
地
方
裁
判
所
大
館
支
部
�

　
　
　
a

０
１
８
６-

42-

０
０
７
１�

■
介
護
技
術
講
習
会
の
開
催�

会
場
　
秋
田
看
護
福
祉
大
学
�

日
程
　
７
月
19
・
20
・
26
・
27
日 

８
月
２
日
�

受
講
対
象
　
介
護
福
祉
士
国
家
試
験
の

受
験
資
格
を
有
す
る
方
�

受
付
期
間
　
５
月
12
日（
月
）〜
30
日（
金
）�

問
合
せ
　
開
催
事
務
局
�

　
　
　
a

０
１
８
６-

45-

１
７
１
７�

　作曲家 成田為三の作品を中心に、いろ

いろな曲を楽しく歌い活動しています。

素敵なメロディーを自分たちの歌声で、

歌い継いでいきましょう。また、１年を通

して楽しい行事もたくさんあります。�

◆対　象　小学１年生～高校３年生�

◆練　習　毎週土曜日 ９：００～１２：００�

　      　　森吉コミュニティセンター�

◆参加費　無料（但し後援会費1300円）�

◆制　服　無料でお貸しします�

◆指導者　木村静子ほか�

◎申込み・問合せ

　　森吉コミュニティセンター�

　　　　a７２－３２５９�

限度額適用認定証をご存知ですか？

新入団員募集

　平成19年度における市の情報公開条例及び個人情報保護条例の

規定に基づく公文書の公開等についてお知らせします。�

【情報公開制度】　行政情報（公文書等）の公開請求者は、個人

が２人、団体が６団体で、合わせた請求件数は19件です。主な内

容は、指定管理者の選定に係る事務・事業の文書、住居表示に関

する文書、全国学力調査に関する文書などで、その概要は次のと

おりです。�

実施機関名�
請求�
件数�対象文書�公　開�部分公開�非公開�

【個人情報保護制度】　19年度においては、個人情報の開示請求

はありませんでした。�

【不服申立ての状況】　19年度においては、行政不服審査法に基

づく市の実施機関への異議の申立てはありませんでした。�

◎問合せ　広報情報課　a６２－６６０８�

市長部局�

教育委員会�

計�

１７�
２�
１９�

請求に係る文書数と公開の可否�

文書不存在�

６５�
２�
６７�

３４�
０�
３４�

１３�
０�
１３�

３�
２�
５�

１５�
０�
１５�

国民健康保険

　70歳未満の国保加入の方が、同じ月

内に同じ病院に支払った自己負担額が、

一定の限度額を超えた場合、国保への

申請によりその超えた分があとから支

給されます（高額療養費の支給）。�

　入院の場合は

「限度額適用認

定証」又は、「限

度額適用・標準

負担額減額認定

証」（住民税非課

税世帯の方）を提示すると病院窓口で

の支払が限度額までとなります。�

　つまりいったん病院で高額な支払い

をし、そのあと国保に申請をして、支給

を受けるという手続きがなくなります。�

　入院が決まったら、保険証と印鑑を

ご持参の上、市役所・各支所の国保窓口

へ「限度額適用認定証」の交付申請をし

てください。�

◎問合せ　保険課　a６２－１１１８�

浜辺の歌音楽館少年少女合唱団

情報公開・個人情報保護制度運用状況情報公開・個人情報保護制度運用状況


